
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 、柑橘類の果汁、擬似果汁又は有機酸を含有する溶液に炭酸マグ
ネシウムを溶解することにより マグネシウム剤が配合され、 ｐＨが６．
５～６．９に調整されてなることを特徴とする 炭酸マグネシウム強化乳製品
。
【請求項２】
　炭酸マグネシウムを柑橘類の果汁、擬似果汁又は有機酸を含有する溶液で溶解するか、
または、柑橘類の果汁、擬似果汁又は有機酸を含有する溶液に炭酸マグネシウムを溶解す
ることにより調製されるマグネシウム剤を、乳を主体とする原料に配合し、次いでアルカ
リ剤でｐＨを６．５～６．９に調整することを特徴とする、 マグネシウム強
化乳製品の製造法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、マグネシウムを強化した新規乳製品に関する。また、本発明は、マグネシウム
強化乳製品の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、骨粗鬆症に代表される骨組織の脆弱化に対する懸念から、カルシウム摂取志向が高
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まり、多種多様なカルシウム強化食品が開発されてきた。また、生体における骨組織形成
のメカニズムも詳しく研究され、カルシウムのみならずマグネシウムの必要性が注目され
るようになってきた。一方、マグネシウムは生体のホメオスタシス（恒常性）を維持する
上でも重要な役割を果たしており、心疾患との関連も示唆されているにもかかわらず、そ
の摂取量は十分ではない。
乳製品はカルシウムの供給源として非常に優れており、その認識も定着していることから
、乳製品にマグネシウムを強化することができれば、より優れた栄養食品として提供する
ことができる。ところが、食品添加物として認可されているマグネシウム剤は限られてい
ること、また、それらのマグネシウム剤はその呈味性が悪く、かつ、乳成分との相互作用
により沈殿や不溶解物の生成をもたらすことから、マグネシウム強化乳製品の開発は困難
であり、製品化されていない。
【０００３】
本発明者らは、炭酸マグネシウムを柑橘類の果汁で溶解するか、または、柑橘類の果汁に
炭酸マグネシウムを溶解することにより調製されるマグネシウム剤が、呈味性が良く、ま
た、マグネシウムをキレートすることにより錯イオン化して安定化させる作用を有する有
機酸であるクエン酸を多く含むことに注目し、乳成分との相互作用を抑制する配合方法に
ついて鋭意研究を進めていた。その結果、炭酸マグネシウムを柑橘類の果汁または有機酸
を含有する溶液で溶解するか、または、柑橘類の果汁または有機酸を含有する溶液に炭酸
マグネシウムを溶解して得られるマグネシウム剤は、乳に配合した後にアルカリ剤で pHを
調整した場合、沈殿物や不溶解物が生成することなく熱処理に対して安定であることを見
出した。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の課題は、炭酸マグネシウムを柑橘類の果汁または有機酸を含有する溶液で溶解す
るか、または、柑橘類の果汁または有機酸を含有する溶液に炭酸マグネシウムを溶解して
得られるマグネシウム剤を用い、乳または乳を主体とする原料に配合した後、アルカリ剤
により pHを調整することによるマグネシウム強化乳製品の製造法、及び、その製造法によ
って製造されるマグネシウム強化乳製品を提供することである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
炭酸マグネシウムを柑橘類の果汁または有機酸を含有する溶液とその混合物で溶解するか
、または、柑橘類の果汁または有機酸を含有する溶液に炭酸マグネシウムを溶解して得ら
れるマグネシウム剤を用い、そのまま乳または乳を主体とする原料に配合した場合、 pHが
酸性側に変化するとともに熱処理に対しても不安定となり、タンパク質の凝固や沈殿物発
生の原因となる。これにより、通常の乳製品製造工程における殺菌処理が困難になるばか
りか、製造された製品の品質が低下することになる。ところが、カセイソーダ等のアルカ
リ剤を用いて乳本来の pHに近い限られた pH範囲に調整することにより、熱処理に対する安
定性が高まることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００６】
本発明に用いるマグネシウム剤は、次のように調製することができる。
レモン、オレンジ、グレープフルーツ等の柑橘類の果汁であれば、その原液、濃縮液、濃
縮果汁の還元液、果汁粉末還元液等、果肉を含まない液体状調製物はすべて利用すること
ができる。さらに、柑橘類の果汁以外にも、それと同様の有機酸組成を持つような擬似果
汁、さらに、同様の効果を有する有機酸の溶液やその混合液も利用することができる。一
方の炭酸マグネシウムとしては、食品添加物用のものを用いる。炭酸マグネシウムは水に
は溶けないが、果汁、擬似果汁または有機酸を含有する溶液のような酸性の溶液には溶解
する。このとき、炭酸マグネシウムの粉末を上記の果汁、擬似果汁または有機酸を含有す
る溶液で溶解しても、また、上記の果汁または有機酸を含有する溶液に炭酸マグネシウム
を溶解してもかまわない。さらに、その溶解溶液は、炭酸マグネシウムがそれ以上溶解で
きない飽和溶液であってもかまわない。このようにして得られた溶液を適正なフィルター
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で濾過するか、遠心分離機で不溶解物を除去することにより清澄な液体を得る。本発明の
マグネシウム剤には、その液体そのものやそれを濃縮したもの、さらに、乾燥粉末として
も用いることができる。また、そのような市販の調製品の例として、レモン果汁と炭酸マ
グネシウムを原料に用いて製造された『Ｍｇレモンパウダー』（ヤスマ株式会社）を使用
することもできる。
【０００７】
次に、本発明のマグネシウム強化乳製品とその製造法について詳細に述べる。
本発明のマグネシウム強化乳製品は、加工乳、乳飲料、クリーム等、乳本来の pHが大きく
変化することなく製造される乳主体の製品、また、発酵乳、アイスクリーム、チーズ、練
乳、濃縮乳、粉乳類等、乳本来の pHを維持した原料乳を用いて、殺菌処理等の加熱処理を
行ってから製造される製品のいずれにも適用できる。
【０００８】
まず、生乳、生脱脂乳、還元乳、還元脱脂乳等を原料とし、上記の方法によって調製され
たマグネシウム剤を配合する。その配合量は、製品の風味への影響を考慮すると、マグネ
シウム濃度で 0.5重量％程度までであるが、風味への影響を考慮する必要のない製品では
、それ以上の濃度で配合しても構わない。このとき、 1.0重量％以上配合した場合には、
原料乳の pHは 6.0以下に低下する。次に、カセイソーダ等のアルカリ剤を用いて pHを 6.5～
6.9に調整する。
このようにして調製された原料乳は加熱処理に対して安定であり、加工乳、乳飲料、クリ
ーム等の製品へと加工する際に行う低温殺菌処理 (LTLT)や高温殺菌処理 (HTST,UHT)を通常
通り行って製造することができる。また、殺菌処理の後、通常の製造方法に従って発酵乳
、アイスクリーム、チーズ、練乳、濃縮乳、粉乳類を製造することができる。
【０００９】
次に、本発明のマグネシウム剤配合方法による、熱処理に対する安定性向上効果について
、以下の試験例により説明する。
【００１０】
【試験例１】
脱脂粉乳を 10.0重量％の濃度で溶解したものに、Ｍｇレモンパウダー（ヤスマ株式会社）
を 0.5, 1.0, 1.5, 2.0重量％の濃度でそれぞれ配合した。対照となる 10.0％還元脱脂乳も
合わせて、 2.0Nカセイソーダにより pH6.7に合わせた乳と pH調整を行わない乳を調製した
。それぞれの乳を約 2mlずつガラスアンプル管に封入し、 120℃に維持したオイルバス中に
浸漬して、凝固物発生にいたる時間（熱凝固時間  Heat Coagulation Time=HCT）を測定し
た。表１に結果を示した。なお、マグネシウム剤配合後のマグネシウム含量も、表中に合
わせて示した。
【００１１】
【表１】
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【００１２】
表１の結果からわかるように、柑橘類の果汁と炭酸マグネシウムを用いて調製されるマグ
ネシウム剤を配合した後に pHを調整することにより、熱凝固時間は飛躍的に長くなったこ
とから、熱安定性が大きく高まったことが分かった。そこで次に、 pH調整における pHと熱
安定性との関連を以下の試験例で調べた。
【００１３】
【試験例２】
脱脂粉乳を 15.0重量％の濃度で溶解した。次に、この還元脱脂乳 100mlに対し、 1.0N塩酸
と 1.0Nカセイソーダを 0.15, 0.3, 0.45, 0.6mlづつ添加して、 pHを酸側とアルカリ側に変
化させた乳を調製した。
一方、上記の還元脱脂乳に対して、Ｍｇレモンパウダー（ヤスマ株式会社）を 1.0重量％
で配合した。次に、 2.0Nカセイソーダを用いて pH6.2～ pH6.9の範囲で異なる pHに合わせた
サンプルを調製した。それぞれのサンプルについて、試験例１と同様の方法で熱凝固時間
の測定を行った。図１に、その結果を示した。
【００１４】
図１に示した pHと熱凝固時間との関係を示す曲線（ HCT-pH曲線）から明らかなように、還
元脱脂乳では pH6.25～ pH6.45に熱凝固時間のピークが存在するが、マグネシウム剤を配合
した乳では pH6.50～ pH6.75へとシフトしており、両者の極大値はほぼ同レベルである。ま
た、還元脱脂乳本来の pHは 6.45であり、熱凝固時間も 20min程度である。したがって、マ
グネシウム剤を配合した後にアルカリ剤を用いて pHを 6.55～ 6.70に調整することにより、
還元脱脂乳と同等もしくはそれ以上の熱安定性を確保できることが分かった。さらに、こ
のようにマグネシウム強化した原料を用いて乳製品を製造する場合、原料の殺菌はこの試
験例のように高温で分単位の加熱ではなく、通常 70～ 100℃で数秒から数十秒程度の温和
な条件で行われるため、 pH調整が 6.5～ 6.9の範囲であれば加工上何ら問題はない。
【００１５】
次に、天然の柑橘果汁と炭酸マグネシウムを用いて調製したマグネシウム剤と、有機酸等
の混合による擬似果汁と炭酸マグネシウムを用いて調製したマグネシウム剤を用いて本発
明の方法により製造したマグネシウム強化乳、および、食品添加物として認可されている
可溶性のマグネシウム剤である塩化マグネシウムと硫酸マグネシウムを、本発明と同様の
方法によってそれぞれ配合したマグネシウム強化乳について、熱安定性や風味を比較する
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試験を行った。
【００１６】
【試験例３】
天然の柑橘果汁によるマグネシウム剤として、Ｍｇレモンパウダー（ヤスマ株式会社）を
用い、擬似果汁には市販の擬似レモン果汁を用いて、先に述べた方法により調製したマグ
ネシウム剤を用いた。脱脂粉乳を 10.0重量％の濃度で溶解したものに、Ｍｇレモンパウダ
ーと擬似果汁から調製したマグネシウム剤、さらに、食品添加物として認可されている塩
化マグネシウムと硫酸マグネシウムとを、それぞれ配合した。なお、４種類のマグネシウ
ム剤の配合量は、添加後の乳中のマグネシウム含量が等しくなるように、Ｍｇレモンパウ
ダーは 1.0重量％、擬似果汁によるマグネシウム剤は 1.2重量％、塩化マグネシウムは 0.7
重量％、硫酸マグネシウムは 0.8重量％とした。それぞれのマグネシウム剤を配合した後
、本発明の方法に従って 2.0Nカセイソーダにより pH6.65に調整してマグネシウム強化乳を
調製した。この４種類のマグネシウム強化乳の熱安定性を試験例１の方法で評価するとと
もに、それらの風味を官能評価した。表２に結果を示す。
【００１７】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１８】
Ｍｇレモンパウダーおよび擬似果汁を用いて調製されたマグネシウム剤を配合したマグネ
シウム強化乳は、熱安定性が極めて優れており、その風味も良好である。塩化マグネシウ
ムおよび硫酸マグネシウムの場合では、加熱により直ちに凝乳してしまうだけではなく、
その風味も食品として許容されるものではない。
以上の結果から、本発明に使用するマグネシウム剤の調製には、天然の柑橘果汁だけでは
なく、有機酸の混合により調製された擬似果汁も使用できることが明らかになった。この
ように、有機酸を含む溶液を本発明のマグネシウム剤の調製に用いてマグネシウム強化乳
製品を製造することができる。さらに、これらの果汁または有機酸混合液有機酸を含む溶
液と炭酸マグネシウムを用いて調製されるマグネシウム剤を、乳または乳を主体とする原
料に配合した上で、アルカリ剤により pHを特定の範囲に調整することにより、風味が良好
で熱処理にも安定な加工適性の優れたマグネシウム強化乳を製造できることが判明した。
【００１９】
次に実施例を示し、本発明を詳しく説明する。
【００２０】
【実施例１】
レモン濃縮果汁の還元液に対して食品添加物用の炭酸マグネシウムを徐々に溶解しながら
それ以上溶解できなくなるまで添加した後、沈殿物をクラリファイヤーで除去して清澄な
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液体を得た。次にこの液体を濃縮してから、噴霧乾燥して粉末を製造した。このようにし
て得られたマグネシウム剤を生乳 100kgに対して 1.0kg配合したのち、食品添加物用カセイ
ソーダにより pHを 6.65に調整した。次に、高圧ホモゲナイザーにより均質圧 150kg/cm2で
均質化した後、 130℃で 2秒間殺菌してマグネシウム強化乳を製造した。加熱殺菌処理を行
っても、タンパク質の凝固や沈殿が生成することなく製造でき、その品質は通常の飲用乳
の保存期間を通して変化はなかった。
【００２１】
【実施例２】
市販の擬似レモン果汁を用いて実施例１と同様にマグネシウム剤を調製してから、マグネ
シウム強化乳を製造した。製造されたマグネシウム強化乳は、通常の飲用乳の保存期間を
通して沈殿物もなく良好な品質であった。
【００２２】
【実施例３】
脱脂粉乳を 9.0kgとＭｇレモンパウダー（ヤスマ株式会社） 1.0kgを 86.0kgの水で還元した
後、食品添加物用カセイソーダにより pH6.60に調整した。これに生クリーム 4.0kgを配合
したのち、高圧ホモゲナイザーにより均質圧 150kg/cm2で均質化してから、 130℃で 2秒間
殺菌してマグネシウム強化低脂肪乳を製造した。加熱殺菌処理を行っても、タンパク質の
凝固や沈殿が生成することなく製造でき、その品質は通常の飲用乳の保存期間を通して変
化はなかった。
【００２３】
【実施例４】
実施例１と同じ配合によって調製した乳 100kgを 90℃で 30秒間殺菌した後、スターター乳
酸菌を接種して温度を 37℃に維持しながら 10時間発酵させて、マグネシウム強化プレーン
ヨーグルトを製造した。製品中には沈殿物等は見られず、風味も良好なものとなった。
【００２４】
【実施例５】
Ｍｇレモンパウダー（ヤスマ株式会社） 5.0kgを生脱脂乳 495.0kgに配合した後、食品添加
物用カセイソーダにより pH6.65に調整した。この乳を減圧濃縮機により固形濃度 45.0％ま
で濃縮してから、熱風乾燥装置により噴霧乾燥してマグネシウム強化脱脂粉乳を製造した
。製品の粉末は還元時の分散性や溶解性において、通常の脱脂粉乳と全く遜色ないもので
あり、溶解した後の加熱処理に対してもタンパク質の凝固や沈殿の発生がなく安定な性質
であった。
【００２５】
【発明の効果】
現在、食品添加物として認可されているマグネシウム剤は限られており、かつそれらのマ
グネシウム剤は極めて呈味性が悪い。また、乳成分との相互作用を持つことから沈殿や不
溶解物の生成をもたらし、乳や乳を主体とする原料を用いたマグネシウム強化乳製品の開
発は困難であった。
炭酸マグネシウムを柑橘類の果汁などの有機酸を含有する溶液で溶解するか、または、柑
橘類の果汁などの有機酸を含有する溶液に炭酸マグネシウムを溶解して得られるマグネシ
ウム剤は呈味性が良く、乳や乳を主体とする原料に配合した後にその pHを特定の範囲に調
整する本発明の方法によれば、乳成分との相互作用による沈殿物や不溶解物が生成するこ
となく、熱処理に対して安定なマグネシウム強化乳製品を製造することが可能となる。本
発明の方法により、飲用乳、濃縮乳、粉乳類等を製造できるだけではなく、それを原料と
して発酵乳、アイスクリーム、チーズ等を製造することが可能となる。これら一連のマグ
ネシウム強化乳製品は、カルシウムの供給源として有効な乳製品に付加価値をもたらし、
より優れた栄養食品として提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】試験例２における pHと熱凝固時間との関係を示す。
図中の●はマグネシウム剤を配合する前の原料乳の HCT-pH曲線を、○はマグネシウム剤配
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合後の乳の HCT-pH曲線を示す。

【 図 １ 】
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